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○事務局 ただいまから第５回新城市市民自治会

議を始めさせていただきます。本日の次第に従い

まして進めさせていただきたいと思います。まず、

会長より御挨拶いただきたいと思います。よろし

くお願いします。

○会長 こんばんは、今日はたいへん暖かい一日

で、もう冬も終わったかなと思ってしまいがちで

すけども、油断をすると大変なことになりそうな

気がします。今回は、公開政策討論会の検討部会

作業部会のほうから最終的な報告をいただきまし

た。それをしっかりと委員各位で受け止めていた

だいて、この市民自治会議としての答申に活かし

て議論していきたいと思います。限られた時間で

ありますけれども、これからの時間どうぞよろし

くお願いします。

○事務局 ありがとうございました。それでは早

速ですが、今日の次第に基づきまして報告、次に

３の議題、その他と進めて参りたいと思います。

では、新城市民自治会議条例第６条に基づきまし

て、これからの取り回しを会長にお願いいたしま

す。よろしくお願いします。

○会長 それでは進行を務めさせていただきます。

よろしくお願いします。今日は非常に重要な位置

付けになっておりますので、なるべく多くの方に、

全員にご発言いただくように機会を設けていきた

いと思っております。

（略）

それでは、続きまして３番目の議題に移ります。

（１）公開政策討論会検討作業部会からの最終報

告について、こちらの方事務局から説明をお願い

します。

○事務局 報告させていただきます。今回次第の

裏に同封させていただいていると思うんですけど、

公開政策討論会検討作業部会まとめというのを２

月１２日に本日の会議資料として郵送させていた

だきました。こちらにつきましては、１２月１９

日の第４回市民自治会議で報告された中間まとめ

から、それ以降に１月１７日作業部会が行われま

した。その協議された内容を追記したものがこち

らの最終報告のまとめになります。構成が、はじ

めに、１企画、２運営、３仕組み、４付帯事項の

この項目によってまとめられています。今回まと

めで追記されている所としましては、はじめにの

２番目の点にあります、市民自治会議で今後も公

開政策討論会で有効性を高めるために引き続き検

討してほしいことが追加されております。前回の

１２月１９日に開催された市民自治会議で協議し

ていただいた「運用面を含めた仕組みの検討」と

言うところが追記されまして、４ページにありま

す、仕組みの主催者の所で、「民間団体主催型」、

また、「行政主催型」の２通りの考えが提案されて

います。それとそれぞれの課題が記されています。

また、４の付帯事項として、作業部会で協議され

た「主権者教育のあり方」についてまとめられて

います。今回中間まとめから最終報告のまとめま

で追加された点を報告させていただきました。こ

の内容からご意見をいただければと思います。ど

うぞ、よろしくお願いします。

○会長 それでは今最終の報告がありましたとい

うことですので、その報告内容については皆さん

のお手元の方に届けられていたかという風に思い

ます。公開政策討論会の検討作業会まとめという

ものですね。この内容についてですね、これから

意見交換して参りたいという風に思います。いき

なりだと混乱するといけませんので今日皆さんに

ですね２点ほど伺いたいことがあります。まず一



つはですね、今回の最終報告、部会のですね最終

報告をそれぞれの委員の方がどう受け止めたかと

いうことです。非常に大まかな枠組みですけども、

皆さんがこの報告内容をお読みになって当初ので

すね、諮問も少し思い返していただければいいで

すけれどもまあそうでなくてもですね、この報告

内容をそれぞれの委員がどのように受け止めたの

かということについてご意見をいただきたいとい

う風に思います。それからもう一つはですね、も

ちろんその受け止め方について自分はこうだ別の

人はこうだという風じゃなくて、お話しされた内

容について質問されていただいても質問していた

だいても結構ですし、意見交換をしていただいて

もただ否定はしないようにしていただきたいとい

う風に思います。

それから二点目はこの報告の内容をこの市民自

治会議の最終答申にどう生かしていったらいいだ

ろうかという生かし方ですね。それぞれ委員の皆

さんの受け止め方が第一点、もう一つは我々の最

大の責務であるこの市民自治会議として、市長に

答申しなければなりません。その答申内容に、こ

の報告をですねどのように生かしたらいいだろう

かということを巡って皆さんのお考えを出してい

ただきたいという風に思います。あの一回に限り

ませんし何度もお出しいただいても結構ですけど

も、全員の方がご発言できるようにご協力いただ

きたいという風に思います。そのような流れをま

ず設けていきたいという風に思いますのでご協力

お願いしたいと思います。それではまずですね、

どなたからでも結構です、今回の報告内容、「はじ

めに」からありまして「企画」それから「運営」

さらには「仕組み組織」というところがあります。

付帯事項ももちろんあります。どうしましょうか。

これについてどう受け止めたかというところにつ

いては一つ一つやっていった方がよろしいですか。

それとも皆さんとしてはもうどこからでもご意見

を出してみたい、どちらがよろしいですか。

○委員 順番に一個ずつやっていった方が分かり

やすい。

○会長 了解しました。よろしいですか皆さん。

それでは「はじめに」の内容についてですね、皆

さんが受け止められたことをお話しいただきたい。

そのように進めていきたいと思いますけれどもよ

ろしいでしょうか。事務局もいいですか。はい、

じゃあこのまず「はじめに」の内容についていか

がでしょうか。どなたからでも結構です。

○委員 よくできてると思います。私もこれを読

んで感心したんですけども、非常にうまく書かれ

てると思います。まさしくその通りだと思います。

全面的に賛成してます。

○会長 では、他の委員の方いかがでしょう。

○委員 字がちょっと間違っているところがある。

真ん中の方に「主権者教育にあり方」が「主権者

教育のあり方」ですね。

○会長 では、どうでしょうか内容について。特

にここの箇所は重要だとかですね、この箇所は自

分も非常に共感するとかですね、そういう部分的

なことでも結構です。では、○○さんいかがでし

ょうか。

○委員 私も○○さんが言われたとおりに、すご

く上手にまとめられてあって本当に納得のいく文

章だな、答えであるなと思いました。

○委員 「はじめに」はその作業部会の委員さん

の話のはじめですから異論はないです。

○委員 ちょっとね、申し上げにくいんだけど、

個別の内容については、私は最後に総括的に話を

させてもらうんですが、結論言っちゃっていいで

すか私が。この部会の内容を毎回見させていただ

いて七転八倒しながらね、ここまでよくまとめら

れたと思いますよ。私もここの一字一句の問題と

かそれから個別に直していくのもいいんだけども

あの多分はじめの言い回しが全部に関係してくる

もんで、本来ならあんまり手をつけたくないんで

すよ。あの内容についてね。だから私の結論を最



後に言わせてもらおうと思っていたんですが、こ

のまま一回やる場を作ってあげたいと思う。要は、

このように決めたことをね、実際本当に動くかっ

ていう場をまあ要は試験をね「試し打ち」ができ

ることをやってみないと。議事録があまりにもそ

の実際の言葉が全部書いてあってすごく理解しに

くい。あのどっちを思ってるのかなと。だから、

もうちょっとまとめてくれて、こっち本当だよっ

て決めてくれると分かりやすいんだけど、どんど

んとね確かに臨場感があって情感があるんだけど

も本当にどっちに転んでいったらいいかっていう

のを全体にちょっと分からんくなっちゃうんで、

ちょっと分かりにくかったのですが、これをまと

めてもらった形では多分全体のコンセンサスとか、

これの内容についてとやかく言うんじゃなくて一

回、実際にやるっていうのは難しいのか分からな

いですけど実際運用してみて、やってみていかな

いとこの中の文章については私としては語句をだ

ませないなと思っていました。ですから、それぞ

れの方については私がこのままで私自身は異論は

ないです。

○会長 あの僕らはですねこの部会の最終報告を

修正するとか、手を加えると言うことは一切しま

せんので、あくまでもこの内容についてどうお感

じになりましたかと言う感想だけでいいです。

○委員 このままでいいです。あと「て・に・を・

は」の問題は残りますが。

○会長 ○○さん、どうですか。

○委員 その七転八倒の中にいたのであれですけ

ど、でもいろいろ迷いながらも時間をかけて、こ

う一つの形を作ってこれたなと思います。

○委員 私は前回ちょっと出れなかったんですが、

主権者教育の関係をしきりにやって二度ほど傍聴

させていただいたんだけども、主権者教育ってい

ろいろ私なりに調べても範囲が広くて確かに市政

とか理解もってない人が参加してもらえればいい

んだけれども、ここで主権者教育って言葉がなん

か自分の中ではね、はっきりしないというか、ま

あ確かに大きくとればいいんでしょうけども、ち

ょっと感じました。

○委員 私も前回出張中で申し訳なかったのです

が、概ねいいと思うんですけど「はじめに」の最

後のところ「今回は時間の都合上できなかった」

というのはあのもうちょっと言い回しがなかった

のかなと思うのですが、例えば追加での検討が必

要だと思われるとかなんかちょっとできなかった

という表現がちょっと引っかかった。

○委員 最初の方のもやもやとしてた問題点があ

る程度はっきりしてきたかなと思いました。公開

政策討論会の話からどちらかというと主権者教育

の方にやっぱり目的が明確になったことによって

公開政策討論会だけを考えているだけじゃ収まら

ないんだなとこれを見て思いました。

○会長 ありがとうございます。僕も感想を言わ

していただこうと思いますけど、今回「はじめに」

の文章読んでみて、一字一句非常に考えさせられ

る言葉が練られて使われているという印象を持ち

ました。その中で、最初の段落のところで公開政

策討論会というのは主権者である市民の知る権利

を保障する機会であるというくくりがありますね。

それと併せて市民の二行目のところで参政意識の

向上を図る機会でもあると。これは自治基本条例

の中の実は第三章第五条に市民の権利ってのがあ

るんですね。その市民の権利そのものをですね表

現した箇所でもあるんですね。特に、市民の権利

の第五条第二項のところでですね市民は市政につ

いての情報を知る権利を有して、議会・行政に対

してその保有する情報の公開を求めることができ

ると、求めることができるというふうにしてもで

すね、いったいどういう情報を求めるのか様々あ

る中でこの市政に参政していくっていうですねそ

ういうことに関わる必要な情報を獲得する権利を

持つと言うことを改めて強調されているわけです

ね。これは市民の権利の具現化に当たると言うこ



とで自治基本条例が基本としている重要なことを

ここで強調されていると。

それから市民自治会議として非常に大事にしな

いといけないなと思ったのは主権者教育のあり方

についてはこの二つ目のとこですね。作業部会に

おいて多くの議論を重ねてきたけども引き続き市

民自治会議においても検討してほしいという風に

言われているので、これは新しい年度の市民自治

会議で検討をいただくことが望ましいのではない

かなという風に思います。我々の限られた任期、

実は今年度までとなりますので、その中において

市民自治会議でさらにこの主権者教育のあり方に

ついて議論を深めることは不可能だろうと思いま

す。だが故に、これは申し送りをしっかりとして

おかなければいけないということであるという責

任を感じました。最後にですね、三つ目です。私

は実は「はじめに」の中では一番ここのところが

新鮮な印象を持ちました。公開政策討論会は、確

かに市民の知る権利・市民の権利をこれは保証す

るものでなければならないんだけども、何よりも

立候補を予定する者の参加なくしてはなり得ない、

当たり前のことなんですけれども、しかしその当

たり前のことをですね、改めて強調されるという

ことはとても重要なことだと思いました。ですか

ら、選挙権を持つ者だけじゃなくって被選挙、つ

まり立候補を考える予定の者の視点にたったです

ね、制度設計という風に言ってますけれども、こ

の部分をやはり非常に重きを置いて考えていかな

ければいけない。これも、市民自治会議の新たな

年度の大きな課題であろうと思うし、そういう諮

問をですね、ぜひ市長の方にもしていただけるよ

うにお願いをしていかなければいけないんじゃな

いかという印象を持ちました。

それでは、他にどうでしょうか。「はじめに」の

内容について言い足らなかったところとかありま

すでしょうか。ひとまず先に進んでよろしいでし

ょうか。それでは続きまして「企画 なぜ公開政

策討論会を開催するのか」というですね（１）の

目的を基軸にしてこの公開政策討論会のビジョン、

そういったところが描かれています。その（１）

について委員の皆さんの意見を伺いたいと思いま

す。先ほどと同様にいきたいんですけれども、よ

ろしいですか。順番に皆さんの意見を聞いていく

ような形でまずは。それからまた自由に手を挙げ

ていただくという形で。○○さん、お願いします。

○委員 私は二つ目の「関心を高める」というと

ころにいつも気にかけているのですが、どれだけ

の人が感心をもってもらえるのかなっていうのが

一番課題になっていくんじゃないかなと思いまし

た。

○委員 目的ですね、これは、討論会の目的がで

すね、住民自治の推進とかですね、活性化に資す

るためにあるっていうのでもいいかなと思います。

もう一つ選挙については、十八歳の選挙権ができ

たが故にですね、そういった人たちの市政の参加

を促すというような目的というのも重要なもので

はないかなと感じました。そういったことも目的

の中に私として感じました。

○委員 政策、人柄、関心、非常に淡々としたこ

とまで書かれていて、非常にいいと思います。そ

れから選挙政治それも一つの押さえですね。これ

も明記された方がいいと思います。内容は非常に

シンプルで分かりやすいし、私はこのままでいい

と思います。

○委員 僕は書いてあるのは、これで十分だと思

うんですけど目的と言うことも強調されてないと

いうか選挙のためにやるということをここに入れ

てもらわないといかんというような気がするんで

すよね。目的を明確に。選挙はなければ、別にや

らなくてもいいわけですから、選挙はあるからや

るわけですよね。

〇会長 そうじゃない人もいるかもしれませんが。

○委員 「選挙がなかったらどうする。」っていう

話も実は作業部会の中では出て、「立候補する人が



一人だったら、やらんよね」って話が出て「すご

く大勢出ちゃったらできるかね。」って何度も何度

も話し合ったので。でも、これはそういうところ

で出た意見が本当にうまくまとめることができた

んだなと思っております。すごいああだったらこ

うだったらって出したことを短い言葉で表現して

あるなと思います。

○委員 分かりやすくまとめられてるから私みた

いな凡人が見ても分かっていいと思います。望ま

しいあり方についても当たり前じゃないかってこ

とは当たり前に書いてあるので非常に分かりやす

くていいと思いました。

○委員 三番目の立候補予定者に参加を義務づけ

るものではないっていうのが、立候補予定者が一

番どう考えるかっていうのが、一番これが成り立

つ成り立たないの肝心なポイントかなと思うんで

義務づけるとは言わないでやりたくないって言え

ばやらなくていいんじゃないのっていう話なんで、

それは非常にこれが成立するしないの問題に関わ

ってくるかなということがちゃんと入ってるなと

は思いました。あとはいいと思いました。

○委員 分かりやすいと思います。目的の一行目

と二行目逆の方がいいかなと思いました。３つめ

の点の文章で「慎まなければならない。」ていうの

も、気持ちの問題なのかなと、どの程度まで慎む

のがいいのか分からないけど、そこら辺は下の方

でもうちょっと明確になるのがいいかなと思いま

した。

○会長 僕も今○○さんが言ってくれたところが

ひっかかったところでもあるんですね。前回今日

元気な三人が来てないんで、ちょっと残念ですけ

れども、前回あの皆さんがずいぶん発言をされた

んですね。若い委員の人たちがその公開政策討論

会というのをあまり自制をするような位置づけで

考えたり、あるいは制度的に設けるというのはし

なくてもいいんじゃないかっていう風に皆さんが

おっしゃってた。ここに書いてあることとむしろ

逆で自らの選挙戦術として大いに利用してもらっ

ていいと言われました。これってちょっと乱暴な

言い方だなと思ったんですけど、本音のところを

聞いてみると実は選挙というものとか政治に参加

するということが「生きがい」と捉えられるよう

なそういう自分の日常の生活を大いに刺激して知

る権利をもっと主張して、そして知ることによる

発言の責任を持つ市民としてやはり生活を四年に

一回は続けていけるように、あるいは再確認でき

るように緊張感を持った市民生活を送れるような

機会を与えてもらえたらありがたいというような

趣旨のことを言われたんですね。だから、そうい

う点では、これ僕も理解が間違っているかもしれ

ないんですけれども、立候補する人たちが訴えか

けたいことはもちろんですけれども、訴えかけ方

についても、あまり自制をせずにわくわくするよ

うに、そういう議論が展開されるような場づくり

をしてもらえるとうれしい。ということもこの前

の話にはあったと思いますので、そういう点では

３つめの所は、こういう明言というのは、必要か

どうかちょっと分かりませんでした。ただ、これ

は経験者の討論の成果でもあるので、そこの所は

重きをおいて受け止めることをしないといけない

とは思いますけれども。今後、これを具現化して

いく所では、若い人達の意見をもっと聞いてみた

いと思いました。これは、立候補を考えている人、

それから選挙というものを一票を投じたいと言う

人、投じることが大事だと思っている人、あるい

は今は無関心の人、そういった人から、どんな選

挙が望ましいのか、さっき○○さんが公開政策討

論会の前提は選挙だろうとおっしゃった。まさに

どういう選挙が、望ましいのか、ということにも

関係してくる。そういうことに結びつく記述だな

と思いました。２の公開政策討論会の望ましいあ

り方、これは非常に公職選挙法をよく読まれてい

ることが、書かれているかあるいは立候補するに

あたってのいくつかの注意事項を充分留意をして



経験した方の文言かなと思いました。特に、３つ

めの所はそのとおりではありますが、ただ、公職

選挙法の規定をもう一回よく読み直して、ここの

ところを受け止めなければいけない。これは、我々

の責任になるというふうに思います。公職選挙法

を私も久しぶりに全文２度ほど読み直しました。

この３つめの記述というのは、確かにそうではあ

るのだけれども、自ら進んで参加をする条件作り

というのは、実は非常によく考えなければいけな

い。また、できるところでもあるなと思いました

ので、じゃあどのように具現化していくのか、こ

れが今後、新しい市民自治会議の大きなテーマで

もあるのかなと思いました。最後に、立候補予定

者の討論内容を正しく理解できるように、市民が

市政に関する知識と情報を有していることが望ま

しい、ということです。これについては、さっき

言った市民の知る権利を行政及び議会が日頃から

保証しなければいけない。求められたら保証する

のではなくて、市民が何を求めているのかそれを

日常的に観察し、そして市政・議会の運営に反映

している努力をしているかどうかということが実

は問われてくる内容でもあろうと思います。立候

補の予定者の討論内容を正しく理解できるように

しっかりと市民が市政に対する知識と情報を平時

から平常時から常に持てるような機会をあるいは

場をまた、情報の伝え方というのを自治基本条例

における市民の権利を保証するという観点から、

行政・議会がやはり取り組まなければいけないと

言うところに尽きると思います。ただし、もう一

つは選挙に関わっての時、その場合においては、

その限りではない。よりここに書かれているよう

な、市民が市政に関する判断をやはり判断し、そ

して立候補予定者の討論内容の正しくというより

も積極的に受け止める、能動的に受け止める、受

け止めていく理解できるようにするような条件と

なる情報を出さなければいけない。「正しく理解で

きる」と言う表現が嫌いで、そういう上から目線

の言い方で書くことはそもそもおかしいのではな

いか、「正しい」と判断するのは、主観的なもので

あるので、これは市民自身が考えていただけるよ

うに、結果として正しくなれば良いのであって。

正しいかどうかを取捨選択して情報を出すか、出

さないかと言うことは非常に危険なことでありま

すので、選挙に関わって望ましい情報を積極的に

行政サイドが出していくと言うことが大事だと思

いました。これは私が感じたところでもありまし

た。

○委員 追加で望ましいあり方だと思うので、２

番目のこの公開政策討論会は、老若男女誰もが気

兼ねなく自由に参加できることが望ましい。これ

は有権者ではなくても参加できるんですか。例え

ば、中学生でも勉強で聞かせてと言ったら聞かせ

るんですか。

○会長 ○○さんはどう思いますか？

○委員 別にかまわない。小学生が聞きたいと言

ったら、聞けば良い。勉強したいと言ったら「ど

うぞ」と。会場が開いていれば。私はそう思うん

ですけど。これは、そういう風にとらえられても

良いんですか。

○会長 開催する時間にもよりますけどね。そう

いったことじゃなくて、制度上は。皆さんどう思

いますか。

○委員 もちろん、自治基本条例には、子どもの

定義もあるため、良いんじゃないでしょうか。

○委員 選挙に関わることではあるんだけれども、

選挙そのものじゃないから、年齢関係なく良いと

思うんですけどね。選挙権がなくても、外国人で

も聞くことができるとして良いのではないかと思

う。そういう意味で大きくて良いと思う。国籍に

関係なくと言う文を入れても良いと思うけれど。

○委員 文章についてはこれで良いと思いますけ

ど。「誰でも」が入ってますから。

○委員 オープンで、大きく言えば良いという解

釈で。



○会長 外国人は、聞いちゃいけないんですか。

○委員 選挙権という考え方でいくとですが。

○会長 これは選挙権とは関係なくと言うことで、

いいでしょう。

○委員 選挙権に係る人とは記載されていないた

め、選挙権とは関係なくで良いのでは。

○委員 あんまり厳密に言っちゃうとややこしい

ので。これで良いです。誰でもと言うことで。

○会長 さっき○○さんが、子どもの権利のこと

を言っていました。子どもについては、第７条で

子どもは地域社会の一員で、尊重されまちづくり

に参加することができると言うのだけれども、こ

のまちづくりに参加して、いろんな発言をするこ

とを行政や議会は尊重しなければならない。とあ

るけれども、ただ、動機は様々な場面にあるのだ

ろうと思います。発言をする動機っていったら、

たとえば、学校教育の場面でいろんな勉強をして、

ボランティア活動をやったことがきっかけとなっ

て、いろんなまちづくりの現場に出て、福祉の現

場に行くとか、そういうのもあるかも知れない。

けれども一方で、選挙に関わってこの公開政策討

論と言うものが、やはりすごく知的な刺激を喚起

して、自分はこういうのが大事じゃないかという

風に思ったとか、その場面で発言はしなくても、

学ぶ機会ということにつながっていくのではない

かと思います。外国籍市民もね、国籍は違うにし

ても、しかし、この新城でどんなことが争点にな

っているのか、自分の日常の暮らしに関わって考

えていることが争点になっているかの照らし合わ

せということもできますしね。いろいろな可能性

がある場でもありますね。そういう意味でも市民

の権利を保証するというとても重要な場面があり

ますね。

○委員 外人さん、国籍がないと選挙できないの。

住民票がないとだめなの。

○委員 選挙権も立候補もできないんだけど。新

城市では外国人は少ないんだけれど、他のところ

でコミュニティになっていて、かなりのウエイト

を占めてきた所は、かなりありますね。外国人が、

国籍を替えて立候補すると言うことも出てきてい

る所もありますね。

○会長 他はどうでしょうか。この内容について

はよろしいでしょうか。では、続きまして、２の

運営について、公開政策討論会をどうやって開催

するのか、開催方法についての考え方、この内容

については皆さんどうでしょう。どんなふうに受

け止められたでしょうか。

○委員 この少なくても半年以上前に開催に向け

動き出せるようにすることが望ましいと言うとこ

ろがピンとこない。どれぐらい前だったら良いの

か。その辺がちょっと気になりました。

○委員 望ましいと書いてあるから、判断が難し

い。

○委員 ３の開催形式の中で、特に３つめの行政

の有するデータ及び情報を提供する制度を設ける、

このあたりがどういう制度なのか、具体的になん

なのかと思いました。私としては、事務事業一覧

の個票を公開するとか、そういうことも一つある

のかなと。それは一つだけではないが、そういっ

たものが考えられるのではないかと思っています。

情報提供するっていう制度がなんなのかというこ

とがこれは議論する必要があるのかなと思いまし

た。

○委員 ２番目のＳＮＳの部分が、かなり大きな

ウエイトを占めてきましたよね。フェイクニュー

スとかね、そうするとどっからこの公開政策討論

会を始めるかっていうことが、このＳＮＳを開始

するところの、そういう動きから前哨戦をＳＮＳ

にやられてしまうと討論会をいつと決めても、そ

れ以前の報道の所をある程度整理しないと規制を

かけることをやらないと全体のせっかく討論会を

作っても重要なところが前哨戦でかなり殺伐とし

たものになってしまうと討論会自体が意味がなく

なってしまうのではないかと思います。このSNS



の使い方というかこの制度を作るのが良いのか、

これは自由にやらせるのが良いのか、問題もある

のだけれども。この辺をもう少し掘り下げて書か

ないといけないと思いました。どう書けば良いの

かは私はまだ分からないけど。挙げていることは

すごく良いと思うけれど。この使い方について、

ちょっと掘り下げた形にしないといけないのでは

ないかと思いました。

○会長 何か提案あります。

○委員 まだないです。

○会長 それは、ちょっとこの趣旨を○○委員に

聞いてみないと。

○委員 まず、これ公開政策討論会をやりますと

いうお知らせを前回すごく苦労したから、広く広

められなかったという話が何度も出ていたことか

ら、それでこの内容が入ったと言う形で。この情

報提供はいろんな内容ではなくて、まず、公開政

策討論会をやるということを知らせていくための

話だったと思います。今までは、紙のチラシを知

っている人に配る、知り合いから知り合いへと配

るくらいの伝手しかなくて、例えば、新聞折り込

みをするととんでもないお金がかかるよとか、た

だ広報には入れてもらえなかったよねとか、そう

いう話から出てきた話だったと思います。だから、

あくまでも開催するという前提で、開催するとい

う情報をどう出すのかと言う話から出てきたと思

います。又、実際にチラシで広報を行った後で、

その下に書いてあるCATVやYou Tubeは、どう
するという話が出てきたと思うんですけど、今ま

での紙の媒体を手渡ししていたというそのレベル

でした、それからのスタートでしたので、それを

もっと替えた方が良いという考えからの提案でし

た。

○委員 ○○さんの意見の追加ですけど、新人の

人と現職の人と情報の格差があるのは、当然なん

だけれども、市のホームページを勉強すれば良い

と思うのだけれど。膨大な情報が出ているので。

これを勉強すれば、ものすごい情報が入ってくる

と思う。別に新人の方に情報の制度を作らなくて

も良いと思う。気を遣わなくても良いと思う。新

人の方が情報が出してくれと言ったときにどう対

応するものだと思う。

○事務局 作業部会で議論されていたのは、現職

の方と新人の方が出た場合に、現職は４年間仕事

しているだけで情報が入ってくる。新人の方はそ

ういった情報までは入ってこないので、そういっ

た格差をなくすためにも、そういう知りたい情報

があれば、提供ができる仕組みが必要だというこ

とでした。

○委員 そういう場合、どの部局が提供するわけ。

○事務局 どこでもと言うことになると思います。

○委員 要求があったら全部と言うことですかね。

○事務局 公開政策討論会に臨むにあたって、そ

の現職と新人との情報量の差で不利にならないよ

うに。

○委員 難しいですね、それって。どこまでって

いうところ。

○事務局 それもこれから考えていかなくてはい

けないところです。

○委員 忖度もあるもんで。だけど、何でも公開

はできませんよね。今、現在、現役の方が求める

内容と行政の中にいない一般市民が公開してもら

いたい内容とは格差がでますよね。

○事務局 その辺は、どの時点で題材（テーマ）

が決まるかが分かりませんが、テーマに沿った中

で必要とする数値であったり、出せないところは、

現職もその場では言えないと思います。出せる範

囲でと言う事になると思います。

○委員 その判断が難しいですね。

○事務局 それは考えていかないといけないとは

思います。

○委員 ＡさんとＢさんがいて、Ａさんについて

はこういう情報を公開してくれっていう請求があ

って、市としては出さなかったですよということ



の１つの記録はとっといてもらう必要はあるのか

なと思いますね。公平性をみるのに。

○事務局 そうですね。そうやらないといけなく

てやりますよとなった場合は、１つにこれを出し

ましたということも全体にわかるようにすること

も大切だと思いますし、そういうところはまたみ

なさんにもお伺いしながら、仕組みは作っていき

たいと思います。

○委員 公開する必要はないけど、請求されたと

きに、こういう要請があって、こういうふうに出

しましたよと淡々と書いてあるというようなこと

も行政として。

○事務局 必要になるとは思います。

○委員 忖度と言われちゃうもんね。

○会長 基本情報についてのプラットホームを作

るっていうのは当たり前のことで、だから立候補

する予定の陣営が一人というよりも選挙は集団戦

だから立候補する人よりもむしろフロントの方が

分析が必要になってくるので、色んな意味での分

析をする担当者かいますので、こういう市政に関

わるこのデータは、やはり提供情報、プラットホ

ームを作るっていうのは、行政責任として必要。

ただ、それにこだわらない。○○さんがおっしゃ

っていたのはより求められる情報があるならば、

それを求めてそしてそれが情報公開として大事、

できるならばするし、した場合にはどういう情報

を公開したっていうことをプラットホームにあげ

ていくっていうことで、立候補する人、陣営に情

報格差が生まれないようにということは、やって

いけるでしょう。

じゃあ、○○さん、いかがでしょう。

○委員 どうやって開催するかということで、や

はりみんな経験者だったんで、自分の立場で意見

をだしてくれた中で、○○さんが言われた半年以

上前ってどれくらいかかるのと言われたことで、

結局今だと、秋に選挙があるとしたら、新年度の

始まってくらいで複数の立候補者がでるかわから

ないけれども、もう開催の準備を始めてっていか

ないといけないのかていう話しはでたんです。や

っぱりこれって、突然できるものではないし、そ

れから青年会議所の人がやってきたときに、いつ

までもどなたが立候補するのかがわからなくて、

結局ものすごく短い時間でやってやりかたがまず

かったとか急にいったってだめだぞとかいつも叱

られてましたっていう経験を聞いたので、もし形

としてやる仕組みを作るとしたら、新年度選挙の

年はもうスタートしていく。もしかして、複数の

立候補者がなければ、その時点でその準備はそこ

までのことでどうだろうかと話がでてたので、な

んかそのあたりはもし仕組みを作るとしたら、や

っぱり準備をする必要があるかなというふうに考

えて、でもほんとは実際やってみないとわからな

いことを考えているので、そのあたりは実際はど

うでしょうという感じはありますけれど、でもほ

んとにある意味でわからないところで考えて、こ

こまでの仕組みでどうでしょうっていう提案なん

だなっていうふうにみていただければありがたい

かなと思います。

○委員 今、副会長が言われたように１番手と２

番手の方は今までやってこられた方はやってきた

内容ですので、そうなんだろうなって理解できま

す。１つ残念なのが、ケーブルテレビの中継が前

回あったんだけど、私らもそっちを見たんだけど、

それが実際どれくらいあるのか把握できませんで

したし、それを知りたいなと思いました。

傍聴に出られた時に、やった方たちが非常に苦

労して討論会を開いた、そうすると新聞に評価が

でるじゃないですか。その評価があんまりよくな

いということは、やっぱりやる人にとってつらい

ねっていうことで、そんな話を頭に入っていたん

ですよ。ああ、そうかなということを踏まえる中

でですね、３番のコーディネーターとかその討論

の内容ですよね、今までみたいな内容じゃなくて

もう少し自由討論みたいなものをなんていう話も



あったもんで、それも盛り上がるならいいのかな

ってちょっと感じさせていただいております。

○委員 それでは、２つ。開催の通知、場所の問

題も決まってからになると思うんですが、例えば

一周間くらいか二週間くらいにはやるって決まる

と思うんですけど、前にまちづくり集会でも話が

ちょっとでたんですけど、今防災無線があるんで

すけど、色んなものに使ってないんだけど、使え

ばいいんじゃないのっていう話があって、こうい

う通知を。大事なことは、市民に伝えることは防

災無線を使ってもいいんじゃないか。

もう一つは、開催費用の問題。２０万くらいっ

て聞いてたので、その費用は会場費とかそこら辺

が２０数万かかるよって聞いていたので、そうい

ったものを含めて全額か一部かわからないですけ

ど、そういったものを行政から公開政策討論に対

して支援を行うようにするっていうことであれば、

今まで青年会議所が自前でやっていたのが、これ

で運営できるようにしやすくなることは、より私

としてはいいことなんじゃないのかなって思いま

す。

○委員 開催費用を捻出するとして、半年以上前

には開催に向けて動き出せることが望ましいのは、

前年度の答申等でもうやるかもしれないことに対

して予算をだしますっていうのを決定しておくっ

ていうことを制度化しておくようなことも組み込

まれているのかなっていうのは考えました。２番

なんですけど、ＳＮＳ等で配信するっていうのは

今だとリアルタイムで視聴者がコメントを返して、

そのコメントをテレビの向こう側の人達が実際に

くみ取ってなにかしらアクション起こしてくれる

のかっていうのはあって、開催形式の中でその場

にいた人の意見がある程度組み込まれるとこちら

としては、読んでくれたなと関心がでるかなと思

いました。その開催形式もリハーサルすると内容

が固定されてしまうので、イレギュラーがあって

も視聴者側としては面白いのかなとは思います。

公開政策討論会等の等はなにが含まれているの

かなって思いました。

○事務局 たぶん、２）の方の公開政策討論会等

はこの立候補予定者の他にも費用がかかることを

やったり、立候補予定者の活動で個人演説会とか

そういうのがあるので制約されるっていうことを

たぶんいわれてると思います。４）の公開政策討

論会等に対してっていうのは、実行委員会の会議

の集まるものに対しての費用も入っています。な

ので、こういう書き方になっています。

○会長 ○○さんの言われたことに関連して、３

番の開催形式ですね、ＳＮＳでリアルタイムで自

分の考えを発信する、発信して参加をしていく、

他の意見がリアルタイムで届けられるので、その

内容を自分で受け取めて考える。今は、テレビの

通じてツイートができるので、そういうことがこ

れからは必要なんだなと思いました。だから、開

催形式は、どこかにみんなで集まってやるだけで

はなく、ＳＮＳを使って、リアルタイムで意見交

換をしていく、発言をしていく、そういうことが

必要なんだろうと。

（２）の若者世代に向けては、ＳＮＳ等を活用

した情報提供の仕組みを構築することが必要であ

る。」の中で、「情報提供」と書かれている。これ

は、ＳＮＳを活用して頻繁に若者にこの公開政策

討論会の開催することや面白いから来なさい、来

たらどう等関心を持ってもらえるような情報を発

信すると言っている。伊藤さんは、さらに踏み込

んで、公開政策討論会を開催する、その際に会場

に来れない人達が、ツイートできるようなそうい

うシステムを是非、導入したら良いと言ってくれ

た。若者はそういう方が乗りやすい。そういうこ

とで自分の投票行動を作りあげていくプロセスに

する。投票した人の意見を見ることができない。

わかる方法もない。これについては、次回の市民

自治会議で検討していくように申し送りにしたい。

実験しても良いと思う。これは、市民の権利を保



障するための手段なので、市民が一票を投じるそ

のための判断材料を、今必死に公開政策討論会と

言う場面でやっているとそれについて、テレビで

放映されているとそれは見れる、だけども病院の

ベッドの中から見るしかないので、その公開政策

討論会の中身について様々な自分の意見を表明す

る事ができるようなシステムを構築すること話な

んですよという○○さんの意見でした。リアルタ

イムでやることは当然なんだけれども、できる人

はそうすれば良いのであって、できない人の権利

を保障するシステムを新しい公開討論会でやった

らどうですかという○○さんの提案でした。

それと、開催の時期について、公開政策討論会

を早くから企画・立案するとあるが、ここに尽き

るのかなと思います。今の公職選挙法では、事前

活動にならないようにすることを考えないといけ

ないので、あくまでも公開政策討論会を早くから

準備をして、立候補を表明する人達の争点なり、

市民の元に立候補をする人の論点を明確にして公

表できるような備えをしていくと言うことは、大

事なことではないかなと思います。立候補予定者

の表明の有無にかかわらず、少なくとも半年以上

前には開催に向け主催団体が動き出せるようにす

る、これができるようにして、主催団体が動き出

して、あくまでも市民の意向を探るようなそうい

ういろんな政治活動を公式にやれるようにするこ

とが良い、それには段階があると思う、公開政策

討論に向かうまでのプロセスがある思う。主催団

体が立候補する者の考え、それから今市政に求め

られている市民の願いと言うものを付け合わせを

しながら、こんなことが必要ではないか、と言う

ような情報発信を積極的にやるような段階、これ

は当然公職選挙法では、引っかからないものでは

ある。事前活動でもないのでできるのであるんだ

けれども、こういうことも公開政策討論会に向け

てのプロセスでありそして、準備をしていくこと

も大事ではないかと含まれているのかなと思いま

す。事前活動ではない、公開討論に向けての準備

というのはなるべく早くからできるようにすると

言うことは、実際に立候補する人は、もちろんだ

けれど、その陣営とか市民からしても大事なこと

ではないかなとは思います。

あと一つですね、３番目開催形式の所、「形式に

ついては常に改善する必要がある。」とあります。

その後のところ、「討論会のコーディネーターはで

きる限り地元の市政に精通している人が努める方

が良い。」これは、正にそうだと思います。僕もＪ

Ｃの依頼でこういうコーディネーターを何回かや

ったことがありますけども、実はやってて腑に落

ちない事が沢山あって、どこまで踏み込んだら良

いのか。これは自分の考えじゃないのか、押しつ

けではないのか。いろんな悩みを事前に持ちまし

たし、やっている最中にも持ちましたし、このあ

たりは、「地元の市政に精通している人」がやるこ

とは、やり方について考えないといけないが、方

向性としては正しいだろうなと思いました。

○委員 さっきの時期の問題なんですけど、

公職選挙法に抵触しないためにはこの時期って明

記してあればわかりやすいと思うんですけど。

○会長 それは必要ですね。公職選挙法でやって

はいけない時期はありますし。

○事務局 公職選挙法との整合性はもちろんやる

前提ですので、それはしっかりと整理してやりま

す。なるべく６ヶ月は準備期間がないと間に合わ

ないと思うので、公職選挙法上変わってくるって

いうのは、告示前後だと思いますのでその辺は最

低６ヶ月ないと公開政策討論会の運営を考えたり、

立候補予定者の調整をしたりとか間に合わないと

いうところから出されました。

○会長 ３番、公開政策討論会の仕組み（組織）

について、誰が開催するのか。このあたりについ

てみなさんから意見をいただきたいと思います。

○委員 とても難しいものだなと思いました。民

間だと偏りがあったり、行政に全てお任せしたら



市民の考えを取り入れられなくなってしまうのか

なっていうので、最後にＪＣ以外の団体では現状

見当たらないっていうのはそれがすべてになって

しまっては寂しいなと思いました。

○委員 民間の方が面白いのかなって思います。

ほんとはその方が自由に出来るんじゃないかなっ

て思うんですよね。私的には、民間の方がいいと

感じました。

○委員 最初は、行政主催でやってだんだん覚え

ていってもらう。行政主催で始めていって、いず

れは民間主催になっていくのがいいんじゃないか。

徐々に育っていく形でやるのがいいと思います。

○委員 私も同じ意見です。ＪＣもしんどいって

いう感じがしたので、行政主催でやってみて、体

制を作ってから民間にしたほうが良いと思います。

○委員 行政主催でやったほうがいいのかなと私

は思います。

○委員 私も行政主催でやっていくほうがいいと

思います。

○委員 私は片方に片寄るのは難しいかなと思う

ので、理想は民間にやってもらうのが１番いいか

なと思うんですけど。最初のきっかけ作りは行政。

運営は民間というような感じで将来的には民間に

ウエイトは傾けばいいかなと思いました。民間で

全部できないので、補助をするのが行政というよ

うな主体は民間、補助が行政というほうがいいか

なと思いました。

○委員 最初は行政がやっていくのがいいかなと

思いました。民間でやっていくときに、若い人も

含まれて行うほうがいいと思いました。

候補者の陣営の人がいてもいいのかなと思いま

した。

○会長 主催者について、民間団体主催型と行政

主催型の２通りが考えられるとありますが、民間

団体は、１社なのか複数なのか、この文面からす

ると複数オッケーなんですよね。つまり、いくつ

も一定の条件を踏まえた上で、認めていきますよ。

認めて、特に開催における大きな課題であった、

費用負担に関わる補助制度を設けて、その補助制

度を適用するにふさわしい団体として運営してい

ってもらいますよということで、お金以外の所で

はお金の使い方について細かい規定があるのが主

であって、他はあまり設けないとする。それぞれ

の団体の個性、特徴という物を醸し出してもらっ

て、公営公正に運営していってもらうと。でその

際に、乱発はいけないけれども、１社でないとい

けないとは書いてないので、つまり複数でもいい

のかなということですよね。

主催がＮＰＯ団体になると、ＮＰＯ法もいろん

な制約がありますので、政治は一番肝の所なので、

十分気をつけないといけないというのはあるけれ

ども。ただ、もう一つはＮＰＯていうのは、不用

意に排除してはいけないと言うことがあるので、

参加を希望する人は、その志があれば、特段問題

がなければ、参加して良いと言うことになってい

るので、どこまで参加を許すかっていういろんな

事が発生しますよね。ですから、まあ、公開政策

討論会の主催者として、ＮＰＯに限らず、民間が

やる時にはいくつかの運営条件のリスクは伴うの

で、それがどういう物があるのかなというのはや

っぱり１回出してみる必要があるのでは、と思い

ます。必ずしもダメじゃないと思います。

一方で、行政主催型と言う場合には、市民まち

づくり集会等と同様の形式とあるので、市民まち

づくり集会は、市長が開催する事ができる場合と

議会が開催できる場合と市長と議会が開催する場

合と後は有権者数の５０分の１以上の市民が請求

して開催するのと４つの条件があります。そうな

るとここのところは、どういう形が望ましいのか

なと考えると、皆さんのお話を聞くとどちらかと

いうと行政だから市長が開催するっていう印象が

あったけれども、果たしてどうなのかな、市長と

議会が共同で開催するというやり方もあるのかも

しれない、ここのところは、市民の知る権利を保



証すると言う観点では、市長、行政サイドだけが

情報を提供するあるいは見届けていくだけじゃな

くて、やはり議会サイドの考えなり要望というも

のも公開政策討論に運営されるように活かしてい

くことが大事ではないのか。二元代表制ですから。

それが担保されないようなやり方は良くないと思

いました。

それでは最後に、付帯事項のところにいきたい

と思います。この内容について、皆さんの受け止

め方についてご紹介いただければと思います。そ

れでは○○さんよろしくお願いします。

〇委員 主権者教育ということで、私がよくわか

っていないだけかもしれないんですけど、主権者

教育っていうのは、対象になる年齢層だったり、

どういう方にそういうものを持っていくのかが分

からないというふうに思いました。でもすごく大

事なことではあるというのは感じています。

〇委員 私も非常に悩みまして、この文言の中の

「市民の市政に対する関心が低い」という話につ

いて、ここはどうなるのかなというのは分からな

いですね。この地域協議会、若者議会、女性議会

とか市民まちづくりとかが羅列してありますし、

実際、市民の参加の仕組みというのは、この間に

いくつかできていたと思うんですね。当然いろん

な計画を作るにしても、市民参加という仕組みを

作っているんですね。僕は醸成されてきていると

は思うんですよ。昔私が役所で勤めていたときに

は、市民参加で市政に参加するというのは正直な

かった時代ですね。だから、だんだんそういう仕

組みを作っていって、醸成されてくるという仕組

みであって、自ずと作られていくものではないと

いうように感じています。だから、市民は、そう

いう仕組みを作っていくことによって、だんだん

と参加し、市政への関心も高まってくるというよ

うな気がします。若者議会もそういう意味ではお

もしろいなと思っているし、主権者教育という文

言がいいのかどうか分からない。大事なことなん

だろうけど、あえて言うべきことなのかなという

のは少し思いました。

〇委員 人材養成のところは非常に良いことだと

思います。ただ、開催を担う手法を勉強するとい

うことも必要なんだけど、二元代表制も含めて市

民自治っていうのは○○さんが言ったように昔な

かったけどだんだん出てきたというのは、行政だ

けでは支えきれなくなってきているから必要とし

て今出てきているわけだから、今の議会制も含め

て考える機会になる場になればいいなと期待して

います。ですから、こういう場を改めて作ってい

ただきながら、民主主義の在り方も含めて教育を

してもらえるような場が追々できていってほしい

という期待を持っています。ですからこういう仕

組みはぜひとも今回入れていただければと思いま

す。

〇委員 「主権者教育」という言葉について悩ん

でいましたが、いろいろと聞いてきてようやく分

かってきたのが「個人の権利を教える」というこ

とです。これは有権者のことだけではなく、個人

の権利のことが全部書いてある教育となります。

「有権者教育」「郷育」「まち育」など他のいろい

ろな教育について調べましたが、やはり有権者だ

けではなく中学生等も含まれる「主権者教育」と

言うので良いのではないかと思いますがどうでし

ょうか。

〇委員 4番目の付帯事項については、これより
前の3つの部分で書いてきたことについての気持
ちがここに入っているというように読んでいただ

ければいいのかなと思います。

〇委員 私が感じたことは、一番最初の、いろん

な事業が実施されているけれども、市民の関心が

低いということになってくると、まさしく自治基

本条例の実効性を確保するためにこの会があるよ

ということになると、この会議自体がその辺のと

ころをフォローというか、もう少し突っ込んでい

かなければいかないのかなというところを感じま



した。

〇委員 主権者教育ということで、小学校などの

子どもたちは教室があるけど、大人になると教室

はないので、その教室の一つとしてやるというこ

となので、やればいいかなと思います。学校でも

市立の中学校とかであれば、新城市はそういうこ

とに取り組んでいるということを少し教えるので、

別に良いような気がしますけど。これはそういっ

た教育だと思うんですね。大人の教室が一つある

よということで、大人になってもずっと勉強しな

きゃいかんというふうに私は思っています。

〇委員 率先して若い人がそういうのに参加する

というのは、なかなか難しいかなと思うので、主

権者教育という体で参加するのではなくて、もっ

と別の言い方にして、いつの間にかそれに参加し

ているというのが一番行きやすいかなとは思いま

した。あとは1番なんですけど、アフターフォロ
ーが見えないというのは、この政策討論会にもや

ってくれるのかなというのは思いました。

〇会長 ありがとうございました。それでは僕の

考えを少し紹介したいと思います。

主権者教育について、これ「しゅけんしゃきょ

ういく」と読むのか「しゅけんじゃきょういく」

と読むのか、正確なところは分からないというか、

自分なりに僕は「しゅけんしゃきょういく」とい

うふうに読んでいますけれども、これ「教育」と

言う言葉を付けるのは、どうかなと今の現時点で

は僕は非常に疑問を感じるところで、こういう市

政なり国政への政治への参加って言う事をやはり

民主主義の根幹として憲法で謳うということが、

行われて、それが普遍化していた６０年代７０年

代初頭までにおいて生まれた言葉でもあるので、

その限りにおいてはこの言葉の重みはあるけれど

も、しかしこれを今日どう扱うかというのは、も

っともっと考えなきゃいけない。というのは、主

権者を教育すると言う正にここの一番最後の「教

育という言葉には、ひとつの方向性がある」とい

うでもこれが必要な時期があったんですよね、民

主主義がなかった時代から民主主義の尊さが憲法

で規定されて、そしてそれを国民が自分のものに

していかないといけない、という規定があってそ

ういう運動があった、その時代があったんですけ

ども、しかしそれが過度に教育の中に政治が介入

していくと言うことが、問題視される時期もあっ

た。これはちょっと堅い言い方だけれども。昨年

の９月だったかな、岐阜県多治見市で、「多治見市

教育の政治的中立性の確保に関する条例」という

のが制定されました。これなどは、学校教育の現

場に市長や行政機関や政党や個人や団体が不当に

介入するということはなくさなければいけない、

で政治的な中立を常に教育の現場で保って、多様

な人間がはぐくまれる環境を作らなければいけな

いという、実はある種、我々が忘れていたことを

思い起こさせるような条例だった。「主権者教育」

と言う言葉の過度な運用には実はそこの部分が入

り込んできているので考えなきゃいけない時代に

なってきていると言うこともあるので、僕はこの

「主権者教育」と言う言葉がやっぱり一人歩きす

るのは良くないから、みんなで考えようという一

番最後の下りのこういう流れというのは十分うけ

とめたいなあと思います。だから、主権者教育と

言う言葉は、不要だと僕は考える位なんですよ。

で、もう一つは教育の現場にいて、教育ていうの

は、学校が担っています。やっています。６３３

４制でやっていますけれども、そこは本当に責任

もってやろうと現場で努力はしています。だから

故に○○さんが言ったあまり教育を受ける側から

すると、「教育」という言葉は聞きたくないと言う

くらいのアレルギーがあるのかも知れないですけ

ど。しかし、教育は、教育基本法もあるし、それ

ぞれの教育現場の理念に基づいて育むと言うこと

をやっています。でも、それ以外の現場を作って

教育をやっていくことは、社会教育もあります、

社会教育法もあります。主権者教育と言う言葉は、



今の時代には僕はあまりふさわしくないのではな

いかなと自分では思います。「主権者教育」という

言葉は、積極的に受け止められないなと思います。

しかし、「はじめに」のところで、市民自治会議で

深めていくように提案をされましたので、今日ど

う受け止めたら良いのかと言うことは、是非市民

自治会議で引き続き検討していただくという申し

送りはしてもいいかなと思っています。その上で、

簡単に言いますと４ページのところで、「主権者と

しての市民の育成」と言うところがありました。

この中で、実際に新城って言うのは、複数の事業

を通して市民の市政に対する関心を育むプロセス

を作っています。これについての、やはり効果を

探るのが市民自治会議の責務でもある、となると

我々能動的にこの市民が市政に関心を持つ場とし

ての地域協議会等のここに書かれているような場

面が果たして、こういう市民の市政への関心を高

める場として、どの程度貢献したかっていうこと

は、主体的に測定していかなければいけないし、

その評価基準と言うものも、今後作ってみても良

いのではないか。そんな複雑な物ではなくてもよ

いので、ここは是非、市民自治会議と事務局の間

でキャッチボールをしながら作るっていうことし

た方が良いんじゃないかという、これもまた次年

度への申し送りと言うことで受け止めてみました。

最後に、新城市の市民自治制度の全体設計図が見

えない、市民自治制度の全体設計図と合わせてこ

れが市政への関心を高めるものとなってるかどう

かの効果測定の評価が見えない、これを見えるよ

うにする努力を次年度以降は市民自治会議が能動

的にやっても良い、やるべきではないかとこの文

章を読ませてもらって思いました。最後に、とは

言ってももっと楽しくやる方法はないかなという

ふうに考えていました。それでここの市民協議会

とか若者議会とかこれは関わる人はみんな一生懸

命やるけれども、関わる人はすべてではないので、

関わらないとなかなか臨場感って生まれてこない

し、そうでも有りながら関心を持ってもらうには、

さっき若者議会ではメンター制度があるって教え

てくれましたよね、行政メンター、市民メンター

がいました。若者議会の活動に関心を持つ人たち

を周辺から呼び起こしてきたりとか、委員になっ

たんだけれど居眠りをし始めちゃった人の頭たた

いて頑張れと励ますとか、相談にのったりとか。

そうすると、ここに書かれたような、地域協議会

とか女性議会とか市民まちづくり集会とか様々な

ところで実はその趣旨に沿って関係者を掘り起こ

して行くような、たとえば、一言で言うと市民自

治サポーターのような、市民自治メンターじゃ堅

いんで、地域協議会サポーター制度とかこういう

ものを作って、主催者だけに責任・仕事を押しつ

けないようにして、周りの人達に一緒にやろうよ

というふうに呼びかけをして、仲間を募っていく

ようなそういうサポーター制度をもっと広く民間

の中に、あるいは行政のＯＢも含めて作っても良

いのではないかと思いました。京都市の町内会・

自治会がどんどん人数が減って、町屋の周辺でも

なくなっちゃうところがあるんです。その時に、

よくあるのは町内会・自治会の合併論なんですけ

れども、合併すると、地域に関わる機会が本当に

薄らいでいっちゃう。危機感持っているからこそ、

みんなどうしよう、こうしようと言っているのに、

合併したらしばらく安泰になって、やれる人に任

せちゃうんですよ。それをなくすために、運営方

法を、たとえば広報とか回覧板の作り方とかツイ

ッターとかいろんなやり方を工夫して、また住民

が参加できる、そういう町内会のリニューアル化

をしていくという試みを、コミュニティサポータ

ー制度という形で京都市は設け始めた。そうした

らぐっと盛り上がって、小学校区単位の校区コミ

ュニティー協議会、つまりコミュニティスクール、

学校運営協議会ですね、こういうものも町内会が

ベースとなって、若者達も参加して運営できるよ

うに徐々に変わりつつある。とするとやっぱり新



城の場合、制度は作ったけれどもそれが今どちら

かというと機能が少し衰え始めているかも知れな

い。転換期かも知れない。だったらそれをつぶし

てしまうとかじゃなくて、また新たなものを作る

とかじゃなくて、それをうまく活用していけるよ

うにサポーター制度を設けて、市民が関わる機会

を活性化していくという風なお手伝いをしていく。

そういう機会を設ける事が、結果としてここで言

う市民の市政への関心を高めていくことに、いろ

んな場面からつながっていくのではないかと思い

ました。

〇委員 今の件でどんな評価指標があったのかと

いうのを思うんですね。総合教育を作っていまし

て、そのアンケートの中の市民自治社会創造の取

り組みとしてほとんど◎か○なんです。それが実

際アンケートだからどの程度信用性があるかわか

らないんですけど、若者議会や女性議会などに参

加している人は自分の足跡として、そこに参加し

ている実態としてあると思う。そういう人達がこ

れからどの程度参加してどういうことを思ってど

のように参加したいかを知っていく必要があるん

じゃないかなとは思いましたので、そこを今度の

自治会議の中に取り入れるかどうかということも

あると思います。

〇会長 ありがとうございました。最後に、皆さ

んにお願いをしました、答申にどう生かしていく

のがよいか。ここは複雑な議論にならないと思う

ので表明していただいてまとめにしてみたいと思

います。我々市民自治会議として最終的に市長に

答申をします。公開政策討論会の在り方をめぐっ

て大まかな諮問を受けましたが、我々は公開政策

討論会の在り方をめぐって部会での報告をもらい

ました。そしてそれぞれの感じるところが今日あ

ったということで意見交換しました。最終答申は

どんなふうにこれを生かしたらいいかとみなさん

お考えでしょうか。

〇委員 市民の考えを取り入れてもらえるような

仕組みにしていってほしいなと思います。

〇会長 広く市民にさらに報告内容に上がってい

ることも中心として問いかけてみて、そして市民

がそれをどう受け止めるかということも踏まえて

ほしいということですね。ありがとうございまし

た。

〇委員 私は条例化を行う方向で書き込むべきだ

ろうと思っています。ただ、条例案作成作業とい

うのはだいぶ時間かかると思いますし、じゃあど

うするかという話になったときに、現行の自治基

本条例に公開討論会を開催できるっていう文言を

どこかに入れるっていう規定をして必要な事項は

別の条例で定めることも一つの案だと思います。

ただ条例案作成には。作業部会の運営とか企画運

営、そういう詳しくここに書かれていることを答

申をしていくことは必要だと思います。条例案を

作るというのは、今ここではできないので、条例

化は必要だという最終的な話に行くのかなという

ふうに思います。

〇委員 もともとこれは条例化するための作業会

に落としていく内容なので、条例化して下さいで

はなくて条例化するための方向性についての議論

を尽くした内容であるというような形で答申する

のがよいと思う。この中のものを生かして条例化

へ向けての方向性を答申するかたちがいいと思い

ます。内容はこのままでもいい。

〇委員 答申はA4用紙４ページくらいの内容で
すね。このまとめをベースにして今日話し合った

ことを加えてもっと簡潔にA4１ページぐらいに
したほうがいいと思います。

〇委員 自治基本条例のどこにと言うと、参加の

仕組みの中に入ると思うのですが、では具体的に

どんな形で表現するのがいいのかなと。例えば市

民まちづくり集会と同じような書き方をするのか

どうか。私は書いたほうがいいのか書かないほう

がいいのか分からないですが参加の仕組みの中の

一つではあるなとは解釈しています。



〇委員 内容的にはまとめた内容でいいとは思う

が、基本条例を作るかどうかはこの答申の中では

はっきりこうやってやったらいいというとこまで

はいかないと思います。

〇委員 まとめを表現しようとするなら条例化し

ないと成り立たないんじゃないかということだと

思うんですけど。そういうことからいくと条例化

したほうがいいんじゃないかという思いもありま

すけど。文章だけではなくて条例答申の話とは別

にもうちょっとまとめの流れをフローチャートに

して分かりやすくするといいかなと思う。

〇委員 公開政策討論会の条例を整えて制定する

という流れになってると思うので、これを成立さ

せるためには他の会議と連携させて主権者教育っ

ていうのが一番上に来ているので、この条例だけ

を制度化しても意味がない。他のとこともある程

度形を整えて連携できるような制度になっていけ

ばいいというのを主張した方がいいんじゃないか

と思います。

〇会長 僕の考えを言いたいと思います。僕は今回

部会報告で出された内容を極力今回の答申に反映

させたほうがいいと思います。極力ということは

つまり「初めに」から最後の「付帯事項」にいた

るまでの内容を要約してこういう性格の公開討論

会の在り方についてぜひ市の側で受け止めて検討

していただきたい。あわせて今回の部会の皆さん

に検討していただいた内容は、多分いろんな知見

の中の非常にレベルの高いものであるけれども一

部であろうと思いますし、まだ議論が尽くされて

ない部分ももちろんあるかと思いますし、先ほど

の伊藤さんの話にもあるようにＳＮＳを始めとし

た若い世代の参加の仕方あるいは開催形式につい

てはまだまだ議論の余地があったりしますので、

広くこの内容を市民に投げかけて、そして公開政

策討論会のここに紹介された「始めに」と「１、

２、３」、それから「付帯事項」を論点の基軸とし

て丁寧に市民からこの基軸に則して意見をもらう

ということはしてもいいんだろう。ただこの４点

に絞る必要はまったくないので、さらに必要なこ

とがあれば市民に広く投げかける必要がある。そ

の投げかける前に当然公職選挙法との照らし合わ

せが必要である印象を持ちます。公開政策討論会

を巡って市長が諮問されたことはこのあり方をめ

ぐって市民自治会議から意見を求めるという非常

に大まかなことでしたので、そもそも公開政策討

論会とはどんな性格を持つものなのか、その理念

が初めのところで書かれていて、これは自治基本

条例の市民の権利を保障するに尽きるということ

である。こういう理念の部分と、公開政策討論会

はそもそもどういう目的の下で、そしてどのよう

な方法で行うべきなのか、そして公開政策討論会

の開催の運営方法、特に行政側の支援の中身につ

いてとか、やはり行政に提案する以上、行政を受

け止めるべき事項を明確にする必要もありますの

で、その点では行政側が公開討論というものを受

け止めて活発に立候補予定者が議論できる、そし

て市民がこぞって市政に参加する意欲が持てるよ

うな行政側のサポートが具体的にどういう点があ

るかというのを今回の報告書から抽出して紹介す

ることはいいだろう。最後にそのための仕組みも

いくつかのパターンが提案されたのでこういった

ことも紹介しながら検討を是非していってほしい。

併せて先ほど皆さんがおっしゃった、これを個別

にばらばらに議論するんじゃなくてこれを4ペー
ジにもある新城市の市民自治制度の全体設計図の

中に落とし込むということはやっぱり必要じゃな

いかと思いました。となると新城市の市民自治制

度の設計図として描くべきものは自治基本条例だ

ろうと思います。その自治基本条例を軸としてこ

の公開政策討論を位置づけて新城市の市民自治社

会を実現していく市民自治制度の、その設計図と

しての自治基本条例をこの公開討論の内容を書き

込むことによってより明確にしていくということ

が必要じゃないかと聞いててと思いました。そう



いうことも市の側で検討してほしいということも

要望してはどうかと思いました。以上が私の意見

です。それで今の皆さんからいただいた話を一回

整理をしまして答申の内容案を一回作ってみたい

と思います。○○さんが言ったようにＡ４一枚に

まとめますので、これがやりがいがある仕事です

のでこれを一回やってみます。それで会長と副会

長と事務局に一度作成作業を一任していただける

でしょうか。それで案を作ってそのうえで皆さん

に送ります。送ったものにペンを入れてください。

それで修正をして最大公約数のところでまとめる

作業をします。それをもってですね市長のほうに

後日答申をします。それで市のほうはその答申内

容を参考にして広く市民に今後意見を求める作業

もしていただくということと、併せて次の市民自

治会議に引き継いでいただくことをお願いしたい

と思います。どうでしょうか。よろしいでしょう

か。それでは皆さんからいただいた意見をもとに

して、たくさんありましたのでそれを基にして答

申案を急いで作る作業に入っていきます。皆さん

に添削のご協力をぜひお願いしたい。それではそ

の他に移りたいと思います。来年度の市民自治会

議議員募集についてこちらのほうについてお願い

します。

○事務局 来年度の市民自治会議議員募集につい

ては、一般枠は５名、若者枠２名になります。引

き続き委員の方はよろしくお願いします。

答申は３月４日月曜日の午前１０時半から市役

所３階政策会議室で行います。日中になりますが、

ご都合つくかたは、ご出席お願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○会長 本日の市民自治会議を終了したいと思い

ます。ありがとうございました。


